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茅ヶ崎ゴルフ場の土地利用について 

 

１ 茅ヶ崎ゴルフ場の概要 

茅ヶ崎ゴルフ場は、昭和３０年代はじめに市営ゴルフ場として開場しましたが、昭和４２年に市

はゴルフ場運営から撤退し、翌年から民間事業者が運営者となりました。その後は長期に渡ってゴ

ルフ場として利用されましたが、運営会社が平成２７年３月末にゴルフ場運営からの撤退を決め、

土地所有者は新たな利活用を検討することが必要となりました。 

これを受け、土地所有者と市が協議したうえで「茅ヶ崎ゴルフ場の利活用基本方針（平成２７年

１１月）」を連名で策定し、土地所有者はこの方針を踏まえて事業者募集を２回行いました。その結

果、１回目は事業者が辞退し、２回目は新型コロナウイルス感染症の影響による事業継続の断念と

なり、結果的に土地利用は転換されることなく、令和８年３月までの期間でゴルフ場運営が継続さ

れることになっています。 
 

 【経過】 

Ｓ３２年 防衛大学校整備に伴う小原台ゴルフ場の移転先として、現在地に市営ゴルフ場を開設 

Ｓ４２年 市がゴルフ場経営から撤退 

Ｈ２６年 運営会社が２６年度末でゴルフ場を閉鎖する旨を土地所有者・会員に通知 

Ｈ２７年 土地所有者と市が「茅ヶ崎ゴルフ場の利活用基本方針」を策定 

Ｈ２８年 土地所有者による事業者募集（１回目）が行なわれたが、優先交渉権者が辞退 

Ｈ２９年 災害対策基本条例の制定を願う直接請求（署名簿有効数：８９１２人）⇒ 否決 

Ｈ３１年 土地所有者による事業者募集（２回目）が行なわれて基本協定書が締結されたが、新型

コロナウイルス感染症の影響による事業継続の断念により、基本協定書を解除 

Ｒ２年 土地所有者が新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着くまでの間（～Ｒ８．３末）に

おけるゴルフ場運営事業者を募集し、現事業者を選定 

 

現状 

(土地の要件) 

・第一種低層住居専用地域（高さ制限１０ｍ）  
※敷地内南側にある砂防林の一部 市街化調整区域 

・地域防災計画による広域避難場所（大規模火災発生時） 
・津波浸水想定区域 
・みどりの基本計画による保全配慮地区 
・景観計画による眺望点（浜須賀歩道橋・ラチエン通り）に近接 
・公共下水道幹線が埋設 

・コミュニティバスのルート・バス停を設置 

敷地面積：約 20 万㎡ 

 神奈川県…約 12 万㎡ 

 茅ヶ崎協同(株)…約 7 万 5 千㎡ 

 茅ヶ崎市…約 4 千㎡ 
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２ 次期（令和８年４月以降）の利活用に向けて 

(1) 利活用の方向性 

これまでの経過で、広域避難場所・市街地のみどりの確保、住環境の保全などの市民意向が明確

になっていることを踏まえ、市は令和８年４月以降もゴルフ場が存続されるように土地所有者に要

望してきました。これは、次の理由から「民間運営によるゴルフ場として継続すること」が望まし

いとしたものです。 

 

・ ゴルフ場のままであれば、これまでと同等の防災機能や市街地のみどりの機能が確保できる 

・ 広大な土地の区域が良好な状態で、民間事業として維持管理される 

・ ゴルフ場運営は、広大な土地に人の密度が低く、周辺市街地への影響は抑えられている 

・ 「ちがさき都市マスタープラン」をはじめとした市計画の方向性に当てはまる 

 

令和６年３月に土地所有者と市は、茅ヶ崎ゴルフ場区域の次期利活用に向けて、次の方向性で連

携して取り組んでいくことを確認しました。 

 

・ ゴルフ場を継続（市が求める広域避難場所確保等のため） 

・ ３０年間の長期契約を締結（広域避難場所の継続的な確保、事業者の参入促進のため） 

・ 市は、クラブハウスを含む西側区域の土地利用規制の一部緩和を検討 

（住環境の保全とまちの魅力づくりを推進するため） 

 

(2) 市の取り組み 

市は、「民間運営によるゴルフ場の継続」という方向性で、どのようなまちづくりを誘導していく

かを示す「茅ヶ崎ゴルフ場区域のまちづくりの考え方」の策定に着手しています。茅ヶ崎ゴルフ場

区域は「ちがさき都市マスタープラン」の地域別構想で“良好な生活文化を持った風格ある海辺の

まち”を目指している南東部地域に位置し、地域における土地利用や都市景観、住環境などの都市

づくり方針があることをはじめ、市の他の個別計画の内容も踏まえて、市民意見交換会やパブリッ

クコメントを経て、次期利活用における具体的な「まちづくりの考え方」をとりまとめる予定です。 

現在は、(1)のとおり、ゴルフコースの区域が基本的に存続されることを前提に、クラブハウスを

含む西側の区域を対象にして「市が検討する」としている土地利用規制の一部緩和の必要性や内容、

程度について、市民意見交換会を通じた地域の利便や快適性の向上、魅力づくりや交流の場づくり

につながる都市機能を見出す検討や土地所有者等との調整を進めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

～茅ヶ崎ゴルフ場区域のまちづくりに係る視点(コンセプト)とゾーニング～ 

 

３ 今後の想定スケジュール 

 

Ｒ６年度 【市】茅ヶ崎ゴルフ場区域のまちづくりの考え方の策定 

→必要に応じて、まちづくりの考え方に則した都市計画変更の手続き 

Ｒ７年度 【土地所有者】事業者募集・契約 

Ｒ８年度 【土地所有者】次期利活用開始（３０年間の長期契約） 
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